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答

弁

第

六

号 

   

衆
議
院
議
員
上
田
利
正
君
提
出
小
学
校
プ
ー
ル
外
壁
へ
の
児
童
創
作
記
念
壁
画
に
対
す
る
原
状
回
復
命
令
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
四
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六
号 

平
成
元
年
二
月
二
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
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内
閣
総
理
大
臣 

竹 

下 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
上
田
利
正
君
提
出
小
学
校
プ
ー
ル
外
壁
へ
の
児
童
創
作
記
念
壁
画
に
対
す
る
原
状
回 

復
命
令
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

山
梨
県
六
郷
町
立
六
郷
小
学
校
水
泳
プ
ー
ル
に
対
す
る
昭
和
六
十
一
年
度
の
国
の
補
助
金
額
は
、
千
三
万
六 

 

千
円
で
あ
り
、
国
の
補
助
す
る
割
合
は
三
分
の
一
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

国
の
補
助
事
業
に
よ
り
建
設
し
た
水
泳
プ
ー
ル
側
壁
に
壁
画
等
の
あ
る
学
校
が
あ
る
こ
と
は
聞
い
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
壁
画
等
に
関
し
て
原
状
回
復
命
令
が
出
さ
れ
た
例
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

文
部
省
体
育
局
に
対
し
、
山
梨
県
六
郷
町
教
育
委
員
会
か
ら
直
接
あ
る
い
は
山
梨
県
教
育
委
員
会
を
通
じ
て 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

公
立
学
校
の
水
泳
プ
ー
ル
建
設
に
対
す
る
国
の
補
助
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の
管
理
等
に
つ
い
て
は
、 

 

御
指
摘
の
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
（
学
校
体
育
諸
施
設
補
助
）
交
付
要
綱
（
昭
和
五
十
三
年
五
月
十
七
日 

文
部
大
臣
裁
定
。
以
下
「
交
付
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
ほ
か
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。
以
下
「
適
正
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
及
び
補
助
金

等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
十
三
条
、 

第
十
四
条
等
に
従
い
、
適
正
に
運
営
管
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

公
立
学
校
の
水
泳
プ
ー
ル
建
設
に
対
す
る
国
の
補
助
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の
管
理
等
が
交
付
要
綱
に 

 

照
ら
し
て
妥
当
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
事
例
に
即
し
て
個
別
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
一
般
論
と 

事
前
に
問
い
合
わ
せ
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。 

四 

 



 

五 

し
て
言
え
ば
、
公
立
学
校
の
永
泳
プ
ー
ル
側
壁
に
壁
画
を
描
く
こ
と
が
、
直
ち
に
交
付
要
綱
に
照
ら
し
て
問
題 

 

が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

ま
た
、
会
計
検
査
院
の
実
地
検
査
の
件
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。 

六
に
つ
い
て 

今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
山
梨
県
六
郷
町
教
育
委
員
会
に
お
い
て
何
ら
か
の
方
法
で
絵
を
描
き
直 

 

す
方
向
で
検
討
中
と
聞
い
て
い
る
。 

文
部
省
と
し
て
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
し
て
、
適
正
化
法
及
び
交
付
要
綱
等
の
趣
旨
の
徹
底
を
図 

 

る
こ
と
と
し
て
い
る
。 




